
東京都景観計画に基づく
屋外広告物の規制

　東京都では、東京都景観計画（平成19年
３月策定）において、特に良好な景観形成を
進める地区を景観形成特別地区として指定
し、屋外広告物の表示又は設置について、条
例等に定める一般的な基準に加え、当該区域
独自の基準を定めています。
　こうした取り組みをさらに充実させるた
め、平成20年４月に当計画を変更し、新た
に景観形成特別地区を追加指定しました。
　当パンフレットでは、この景観形成特別地
区が適用される区域や基準等について紹介し
ます。

平成20年４月

　東京都都市整備局
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